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○ 許 認 可 等 
 
 
■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 石認証第 349 号 

認証年月日 平成 26 年 5 月 22 日 

事業者名 株式会社城北マイカー 

事業場名 株式会社城北マイカー 

事業場所在地 石川県金沢市神谷内町ハ 88 番 1 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業 

小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 小二、軽 

【原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結】 

普乗、小四、小三 

【動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝】 

業務範囲の限定 なし 

 

 

 
 
 
 
 


